
  

 

事業承継・集約・活性化支援資金 

日本政策金融公庫 国民生活事業では、「事業承継・集約・活性化支援資金

（企業活力強化貸付）」のご融資を通じて、事業を承継するみなさまのお手

伝いをさせていただいております。 
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事業承継等に際して、株式や事業用資産を

取得する方などが対象 

経営承継円滑化法の認定を受けた会社の
代表者個人や同法の認定を受けた事業を

営んでいない個人への融資が可能 

多様化する事業承継に、幅広く対応 
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事業承継・集約・活性化支援資金 概要 

ご利用 

いただける方 

次の１～５のいずれかに該当する方 

１ 中期的な事業承継を計画し、現経営者が後継者（候補者を含みます。）と共に事業承継計画を

策定している方（注１） 

２ 安定的な経営権の確保等により、事業の承継・集約を行う方 

３ （１）中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律（経営承継円滑化法）第１２条第１項

第１号の規定に基づき認定を受けた中小企業者（同項第１号イに該当する方に限ります。）

の代表者の方 

（２）同法第１２条第１項第２号の規定に基づき認定を受けた個人である中小企業者の方 

（３）同法第１２条第１項第３号の規定に基づき認定を受けた事業を営んでいない個人の方 

４ 事業承継に際して経営者個人保証の免除等を取引金融機関に申し入れたことを契機に取引

金融機関からの資金調達が困難になっている方であって、日本公庫が融資に際して経営者個

人保証を免除する方 

５ 事業の承継・集約を契機に、新たに第二創業（経営多角化、事業転換）または新たな取組みを

図る方（第二創業後または新たな取組み後、おおむね５年以内の方を含みます。） 

資金の 

お使いみち 

・ 「ご利用いただける方」の１に当てはまる方が、事業承継計画を実施するために必要な設備資

金および運転資金 

・ 「ご利用いただける方」の２に当てはまる方が、事業承継・集約を行うために必要な設備資金お

よび運転資金ならびに事業の承継・集約を契機として必要となる設備資金および運転資金 

・ 「ご利用いただける方」の３に当てはまる方が、事業承継を行うために必要な設備資金および運

転資金であって、経営承継円滑化法施行規則第１５条第１項および第２項に規定されている資

金 

・ 「ご利用いただける方」の４に当てはまる方が、取引金融機関との取引状況の変化に伴い必要

な運転資金 

・ 「ご利用いただける方」の５に当てはまる方が、事業承継・集約を契機に、新たに第二創業また

は新たな取組みを図るうえで必要な設備資金および運転資金 

ご融資額 別枠 7,200万円以内（うち運転資金 4,800万円以内） 

ご返済期間 
設備資金：20年以内 ［うち据置期間 2年以内］ 

運転資金： 7年以内（注２） ［うち据置期間 2年以内］ 

利率（年） 

・ 「ご利用いただける方」の１該当する方：基準利率、特別利率Ａ、特別利率Ｂ 

・ 「ご利用いただける方」の２に該当する方：基準利率、特別利率Ａ、特別利率Ｂ、特別利率Ｄ、特

別利率Ｑ 

・ 「ご利用いただける方」の３に該当する方：特別利率Ａ、特別利率Ｂ 

・ 「ご利用いただける方」の４に該当する方：基準利率 

・ 「ご利用いただける方」の５に該当する方：基準利率、特別利率Ｂ 

担保・保証人 お客さまのご希望を伺いながらご相談させていただきます。 

（注１）ご融資後おおむね８年以内に事業承継を実施することが見込まれる方 
（注２）既往の公庫融資の借換を含む場合、８年以内 
※ お使いみち、ご返済期間、担保の有無などによって異なる利率が適用されます。 
※ 審査の結果、お客さまのご希望に沿えないことがございます。 

くわしくは、当社ホームページhttps://www.jfc.go.jp/をご覧いただくか、支店の窓口までお問い合わせく
ださい。 


